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1.は じ め に

現代中国語社会において、謝罪行為 は、「対 不起 」(す み ません)、 「不好意思」(す みませ

ん)「抱漱 」(す みません)、 「(我向祢)道 教」(お詫び申し上げます)な どのような、語彙的

意味論のLベ ルで謝罪のことばと認識 されるような表現 によって遂行される場合もあれば、

「我錯 了」(僕 が間違い ました)、 「我賠 弥」(弁 償 します)、 「ド次一定注意」(今 度気を付けま

す)、 「清悠 原涼」(お 許しください)な どのように、文字通 りには謝罪を明示することばで

はないが、適切なコンテクス トにおいて謝罪として機能するような表現によって遂行される

場合 もある。 しか し、 これ らの表現がいかなる条件で謝罪行為 として機能 し又はしないか、

互いにどんな関係にあるかなどについて、これまで十分に議論 されたとは言えない。

本研究は、主に中国語の謝罪発話行為の表現形態、意味機能および発話類型などについて

考察する。 まず一般語用論における謝罪行為の位置づけ、発話行為理論における謝罪の適切

性条件などについて概説 し、次に先行研究の問題点を指摘した上で、プロ トタイプ理論 を導

入する。そして 「道赦」(謝 罪)発 話表現のプロ トタイプ性、語源、含意および文脈などにつ

いて分析し、中国語の謝罪発話表現の体系化を図りたいと思 う。

2.一 般語用論的解釈

一 般 語 用 論 に お い て
、 謝 罪 は、 感 謝 、 賞 賛 、 非 難 な ど と並 ん で 話 者 の心 的 態 度 を表 す表 出

型(expressive)発 話 行為 の1つ で あ る 。Searle(1969)は 、 特 定 の 言 語 を越 え て、 あ る発

話 行 為 が 遂 行 さ れ る 場 合 の 必 要 か つ 十 分 条 件 と して 「命 題条 件」、 「事 前 条件 」、 「誠 実 条 件 」r

「本 質 条 件 」 とい う4つ の 適 切 性 条 件(免licityconditio11)を 提 示 し、 約 束 、 感謝 な どの発 話

行 為 を例 に 適 切 性 条 件 の 内容 を規 定 した 。 後 に 、Searleの 発 話 行 為 理 論 に基 づ い てOwen

(1983)、 西lll(lg$3)、 山 梨(1986)、 熊 取 谷(1988)、Vanderveken(190)、Thomas

(1995)な どが 謝 罪 発 話 行 為 の 適 切 性 条 件 を 記 述 し た 。 西 山(1983)、 山 梨(1986)、
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Vanderveken(ユ990)lThomas(ユ995)は 一一般 語 用論 的 な 議 論 の 中で 取 り上 げ た が 、Owe11

(1983)、 熊 取 谷(1988)は 謝 罪 行 為 に 関 す る ケ ー ス ス タデ ィの 中 で 詳 しい 分 析 を行 な った 。

こ こ で は 主 に 、 抽 象 度 が 高 く記 述 形 態 がSearleの ス タ イ ルに もっ と も近 い と思 わ れ る山 梨 説

と、記 述 内 容 が もっ と も具 体 的 なOw飽 説 と熊 取 谷 説 を取 り上 げ る。

山 梨 説 二(Xは 話L手 、Yは 聞 き手 、Pは 命 題 内 容 〕

命 題 条 件:PはXに よ る過 去の 行 為

事 前 条 件:Xは 自分 の 行 為 がYに マ イナ ス で あ る と信 じて い る

誠 実性 条 件:Xは 自 分 の 行 為 を悔 い て い る

本 質 条 件:Xの 自分 の 行 為 に対 す るそ の 気 持 ちの 表 出(山 梨1986:49)

Owen説:

、Prqpos描o几 α1corz孟已丑オconditian:Spredicatesa皿ac七AofthespeakerS(orastateofaffairs

resu1七ingfromanact凸fS)whichiseitherapastac七aranactthatSisengagedjnatthe七ime

C}fspeakingoraf'utureactwhoseoccurrenceisassured.

P陀 μ 葛溜 孟oηco」1dj亡`on:TheactAspecifiedi且theprepositionalcontcntlsanoffenceagain呂t

七h〔≡addresseeH.

S口1cer・ityco'x.ditin'x:Sreggre七shavingdone11.

Esselxtialcnnditiora:Coun七sasanexpressionofregretbySforhavi皿gd〔 皿eA.(Owen1983:124)

熊 取 谷 説:

命 題 条 件:話 者 の{通 常 過 去 の)行 為 或 は話 者 の 行 為 が も た らす(し た)現 実 状 況 を表 す 。

予 備 条 件:(1}発 話 者 は 当 該 行 為 或 は状 況 が 聞 き手 に とっ て気 分 を害 す る もの と見 なLて い るO

(2)発 話 者 は 当 該 行 為 或 は 状 況 に 対 して 責 任 を負 う こ と を認 め る 。

誠 実 条 件:発 話 者 は 当該 行 為/状 況 に対 して 申 し訳 な い と い う感情 や 後悔 の念 を持 って い る。

本 質 条 件:当 該 行 為 或 は状 況 が 生 じた こ と に対 す る 発話 者 の 誠 実条 件 で 示 さ れた 心 的 態 度の 表 明n

(R‖取Z}1988:224)

この3つ の説は、適切性条件の基本的な枠組みにおいて共通 しているがrそ の記述内容に

おいては大 きな相違が見られる。 もっとも一般化 した山梨説に比べ、Owen説 は命題行為の

範囲を広げ1過 去、現在、未来を含めたものとして捉えた。熊取谷説は wen説 を踏まえた

上で、さらに事前(予 備)条 件の中で下位項目として相手へのマイナス影響と自己責任の認識

を明確に区別し、誠実条件においてi申 し訳ないという感情」と 「後悔の念」を併記 した㌔

以 ヒのような適切性条件が具体的な言語現象にどう適用されるか、その問題点は何かなど

について中国語の例 を通して見てみよう。
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(1)我 不 小心 相 称 借 我 的 弓 蛤 弄芸 了、 真 巫 起 。

私 不注意 を あなた 借 りる 私 の 本 な くす た 本当に す まない

(うっか りしてお借 りした本をな くして しまい、本当 にすみ ませ ん)

発話(1)は 、相手の本をな くした という話者過去の行為の存在が命題条件を満たしてい

る。そ して、その行為が相手にマイナス影響 を与えたこと、しかもそれが自分の責任である

ことを話者が認識しているので、事前条件 も満たしている。さらに、話者が 自分の行為につ

いて後晦し、聞き手に申し訳ない気持ちを持 っているという前提で発話 した場合には、誠実

条件 も満たすことにな り、その気持ちを 「対 不起 」によって表 しているので、適切な態度

(表情、口調など)が 伴えば、本質条件も満たすことになる。

{2)我 不小 心 把 祢 借 我 的 弓 姶 弄去 了 、我 真 潮 徐 、

私 不注意 を あなた 借 りる 私 の 本 な くす た 私 本 当に 馬鹿

一 我
一 定 妥 ・一一本 新 的 賠 弥 。

私 必ず 買 う 一 冊 新 しい もの 弁償す る あなたに

(うっか りしてお借 り した本 をな くして しまい ましたO僕 はなんて馬鹿 だろ う。必ず新 しい本

を買ってお返 しします。)

発話{2)は 、命題条件と事前条件が(コ)同 様満たされている。そ して、「我真糊漆」

(僕はなんて馬鹿だろう)に よって後悔 と自責の念を表すと同時に、「我 一定妥一 本新 的賠

祢」(必 ず新しい本を買ってお返しします)に よって事態収拾への責任 を約束 し誠実な態度

を示している。そこで誠実条件 と本質条件 もすべて満たされたと言える。 しかし、ここでわ

れわれは(2)を(1)と 同 じ謝罪行為 として認めるべ きだろうか。もし認めるとしたら、

両者の違いはどこにあるか。発話(2)を 聞いた後相手は 「他達 一 声道漱 的活都 没説1

(お詫びのことばもなかった)と 不満をもらすことはあり得るが、発話(1)に 対 してはこの

ような非難は当たらない。つまり、もっとも一般的な意味において 「対 不起 」のような表

、一一 現形態が使われたか どうかが謝罪行為認定の基本的な要件 となっている。 ところが、もし

(2)を 謝罪行為と認めない とした ら、謝罪発話行為の適切性条件 をすべて満たしたこの発話

(2)を どう位置付けるべ きだろうか。 日常の言語生活では相手が初犯でしかも特に貴重な本

でもなければ、おそらく貸 し手は 「没美系、算了」(大丈夫、気にしないで)な どと言ってそ

れを謝罪 と受けとめ許 して しまうだろう。つまり、(2)は 謝罪の直接表現は使われていない

が、謝罪行為 として機能することもあ り得る。

Searleは 、適切性条件を発話 「行為が首尾よ くかつ欠陥をもつことなく遂行されるための

必要に してかつ ト分な条件」(1969翻 訳:97)と して考案 した。つまり、.ヒ述の諸説を含め
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て、適切性条件は典型的で完壁な発話行為への適用を前提としたもので、欠陥があ り不明確

な種類の発話行為は最初から議論の蚊帳の外に置かれている。 しか し、われわれの日常の言

語生活をかんがみれば分かるように、常に,典型的で完壁な発話行為が行われるわけではない。

H常 の言語生活において、謝罪行為は非典型的で暖味な形で行なわれることも多い。発話

(1)と(2)の 区別を有効に説明するために、われわれは、適 切性条件を満たせばすべて謝

罪発話行為、さもなければすべてそうではないという二者択 一的な方法論から脱する必要が

ある㌔SearleandVanderveken(1985)、Vandロrveken(1990)な どでは、適切性条件の

適用における 「強さの度合い」(degreeofstrength)を 導入することによりさまざまな発話

行為に適用 される場合の柔軟性 を与えようとしたが、われわれはプロ トタイプ理論を使い謝

罪発話行為のカテゴリー化、類型化問題に光をあてたいと思う。

3.プ ロ トタ イプ理論

アリス トテレス以来の西洋の伝統的なカテゴリー化理論に基づけば、概念カテゴリーはそ

の成員が必要かつ十分条件 として共有する'一組 の属性集合によって定義 されている。これら

の属性は事物の 「基準特徴」 としてすべての成員によって共有される。同一カテゴリー内の

成員同上はすべて同価であると同時に、異なるカテゴリーの成員同士の問に明確な境界が存

在する。このような考え方は20世 紀まで論理性に基 く科学的認識 として長い間学問研究の基

本原則 とされてきた。「基準特徴」に基づ くこのような見方はカテゴリー化の 「古典理論」と

呼ばれる(Lakoff1987翻 訳:5)。 これまで言語学における多 くの概念(方 言、単語、名詞、

接辞など)も このような認識に基づき明確な境界を持つ ものとして展開されてきた。Searle

が適切性条件によって規定 しようとした発話行為概念もこのような基準特徴に基づ くカテゴ

リーに属するものである。Searleは その発話行為理論の巾で 「ある形式の分析、とくに必要

卜分条件を求める分析が、分析の対象である概念を(程 度はさまざまに異 なりなが らも)理

想化(idealization)す ることを必要とする」(1969翻 訳:9g-100)と 主張している。換言す

れば、適切性条件は明確な境界 を持つ理想化 された発話行為を規定するために開発された一

組の属性集合 と言 うことができる0

一方、Ro呂ch(1881)な どの研究により、われわれが日常使 う多くの概念、たとえば 「鳥、

青、家具」などはカテゴリー上ファジーな境界を持ち、その外延はもっとも典型的な成員か

ら周辺的な成員へ とスペク トル的に広がる一種のプロトタイプ性を持っていることが明らか

になった。このようなプロ トタイプ性に基づ く概念カテゴリー理論は 「プロ トタイプ理論」

と呼ばれる。それによれば、鳥 という概念カテゴリーの成員の中でカナリアやすずめなどは

鳥の基本的な属性をすべて満た した典型的な成員であるが、ダチョウやペ ンギンなどは卵を

醇化 し、羽毛で寒 さをしの ぐなど鳥の部分的特徴を持ちなが ら、形体や飛行性 などといった
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属性 に お い て は典 型 性 に欠 け、 鳥 の 中 で 非 典 型 的 、 周 辺 的 成 員 とみ な さ れ る。 そ して 、 言語

学 に お い て 従 来 明 確 な 境 界 を持 つ と され て きた 多 くの概 念(音 素 、 接 辞 、約 束 発 話 行 為,言

語 共 同 体 な ど)も 典 型 的 な成 員 か ら非 典 型 的 な 成 員へ と変 化 す る一種 の プ ロ トタ イプ性 を持

っ て い る こ とが 指 摘 され る よ うに な った(Hudson1980,Taylor1989)。

わ れ わ れ は 謝 罪 発 話 行 為 の 概 念 カテ ゴ リー につ い て 考 え る際 に も、 は た し て 「古 典 理 論 」

の ま まで よい の か とい う疑 念 が 生 じる。

{3)対 不起 、 明天 的 釣会 我 恐 柏 去 不 了 了 。

す まない あ した の デー ト 私 多分 行 く ない なる た

(すみません。明 日のデー トに は行 けな くなるか も しれませ ん)

(」)対 不 起 、 好 了 肥 、 我 不 足 道 教 了 呵 、

す まない よい た だろ う 私 ない だ 謝る た か

逮4務 的 辛 、 磁束 磁 去 也 是 唯 免 的 嚇n

こんなに こむ 車 ぶつか り合 う も だ 避 けがたい だか らね

{すみ ませ ん。 これで いいで し ょうC謝 った じゃないですか。 こん なに込んで いるのに、ぶつ

か った りす るの も仕方 ない じゃないですかの

Iil梨(ユ986:49)がThankyouinadvarlce.を 「過去の行為」 という命題条件に違反した

という理由で適切な感謝発話行為か ら除外 したように、謝罪の適 切性条件に関する山梨説

(.986)に 従えば(3)な どにおける 「対 不起 」も命題条件(話 者による過去の行為)を 満

た していないため、形態 ヒ明確な謝罪表現が使 われていても適切な謝罪発話行為 として扱わ

れない。Owen説 と熊取谷説では命題行為を現在 と未来にまで拡充したため、(3)は 適切な

謝罪発話行為として認められることになる。しかし、これだけでは問題は解決されなL㌔(1)

と(3)は はた して謝罪発話行為として同価なのだろうか。そして1(4)の ような謝罪の誠

実条件 と本質条件を満た さない 「対 不起 」についてどう位置づけるべきか。さらに、適切

性条件をすべて満た したが、「対 不起 」のような形態が使われていない(2)も また 仕)

や(3)と 同価な謝罪発話行為と見なすべきだろうか。

われわれは、謝罪発話行為について考える場合にも、概念 カテゴリーに関する 「古典理論」

の壁を乗 り越えなければならない。

4.謝 罪発話行為のプロ トタイプ性

山国語における 「道歌」(謝 罪)と はなにかUわ れわれは少なくとも2つ のレベルで規定す

ることができる。1つ は辞書記述的意味 として謝罪表現 とみなされるか どうか という意味表
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示の レベル、 もうユつは対人的相互行為の中で謝罪発話 として機能するかどうかという行為

遂行のレベルである。前者は意味論的なアプローチ、後者は語川論的なアプローチである。

辞書的意味において謝罪のことばと規定される表現には、「対不起 」、「不好意思」、「抱歎 」

な どがあるが、これらの表現が使われる場合、適切性条件を満た し謝罪発話行為として機能

する場合 もあれば、適切性条件を満た さず謝罪発話行為 として遂行しない場合(た とえば、

明 らかに誠意が見られない場合など)も あるn－ 方、意味表示の レベルで謝罪のことばと認

定 されない表現の中にも、謝罪発話行為の適 切性条件を(全 部 または一一部)満 た した発話

(たとえば、過ちを認める 「我錯 了」 など)も あれば、謝罪の適切性条件を満たさない発話

(たとえば、反省の色も見せずに 「我錯 了」 と発話 した場合など)も あ り、さらに基本的に

謝罪 とは無縁 な発話表現(た とえば、「返事今我元 美」(こ の事は僕には無関係だ)、 「桂林四

季如春」(桂林 は一年中春のようだ)な ど)も ある。

意味論の基準だけに基づ けば、文脈のいかんにかかわらず、「対 不起 」 は謝罪表現で、

「我 措 了」は謝罪表現ではない。語用論 の基準だけに基づけば、表現形態のいかんにかかわ

一 らず
r「 対不 起 」 も 「我措 了」 も、適切性条件を満たせば謝罪発話行為で、満たされなけれ

ば謝罪発話行為ではない。本論考は言語的謝罪行為に関する統合的な解釈を目指し、意味論

と語用論の両レベルで謝罪にかかわる表現全体をまとめて 「謝罪発話表現」 と呼ぶ。意味表

示 と遂行条件 を基準に謝罪にかかわる表現群について表1の ように分類する。

表1謝 罪発話表現の類型

謝 罪 発 話 表 現

真 性 型

明示型

A

暗示型

B

擬 似 型

明示型

C

暗示型

D

非謝罪発話表現

E

ここで、語用論 レベルで遂行条件を満たし、意味論レベルで明示性を満たしたAに 属する

表現群 を 「真性 ・明示型謝罪発話表現」、語用論レベルでは遂行条件を満たしたが、意味論 レ

ベルでは謝罪を明示することばではないBに 属す る表現群を 「真性 ・暗示型謝罪発話表現」、

語用論 レベルでは遂行条件を満たさないが、意味論 レベルでは謝罪を表すことばと規定され

るCに 属する表現群 を 「擬似 ・明示型謝罪発話表現」、そして語用論 と意味論の両方とも直

接謝罪とは認められないが、形態上真性・暗示型謝罪表現に類似するなど、間接的に謝罪との

かかわりを持つDの 表現群を 「擬似 ・暗示型謝罪発話表現」とそれぞれ呼び、語用論的にも、

意味論的にも、謝罪 とは解釈されない表現群Eを 「非謝罪発話表現」と呼ぶことにする。

B型 は、適切性条件を満たすことにより謝罪行為 として機能 し遂行することはできるが、謝

罪表現 として記号化 していないため、A型 に比べ謝罪のプロトタイプ性が弱まり、謝罪と解
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釈される場合の文脈依存度が高くなる。われわれは(5)の ようにA型 表現を一端発 した後
'話 者本人がその謝罪の意図を否定 した りすることに

、同一時点での発話としては論理的矛盾

を感 じるが、(6)の ようにB型 表現については話者本人が後続のメタ言語的発 言によって

その謝罪の意図を打ち消すことは可能である。

(5}※ 対不 起 、 但 我 井 不 穏 就 此 向 称 道 歎 。

す まない しか し 私 決 して ない 思 う につ いて これ に あなた 謝る

(すみませ ん。 しか し、この件 についてお詫びするつ も りはあ りません)

(6)是 我 弄 措 的 、下 次 注 意 、 但 我 井 不 想

だ 私 聞違え る の 次回 気 を付 ける しか し 私 決 して ない 思 う

就 此 向 弥 道教 。 因力 弥 以前 弄 措 、

について これ に あなた 謝 る なぜ なら あなた 以前 間違 える

也 駄来 波 向 我 遣 瀬 泣 。

ニー.も い ままで なかった に 私 謝 る た ことがあ る

(僕が間違 い ました。今 度気 を付け ますOし か し、この件につ いて お詫 びするつ もりは あ りませ ん。

あなた も以前間違 った時に一度 も僕 に謝 った ことが あ りませ んか らnl

(6)の 「是我弄錯的、下次注意」(僕 が間違いました、、今度気を付けます)は 、自分の過

ちを認め、再発防止を約束することに関しては明示的だが、謝罪に関しては明示的ではない

ので、後続の発話がなければ、通常この発話自体が事前条件と誠実条件を満たし、謝罪を暗

示することになるが、後続の 「我井不想就北向称道款」(こ の件についてお詫びするつもり

はありません)、必要ならばさらに理由を付けることによってその謝罪意図の発生を差 し1トめ

ることは論理的に可能である。

擬似型のC型 とD型 は、形態上真性型のA型 とB型 に類似 しているが、適切性条件を満

たさないため、 口常言語理解において、多 くの場合謝罪発話行為 として遂行されない。 しか

し、だか らと言ってそれらを一括 して謝罪とかかわ りのない非謝罪発話表現として処理する

,一.,.わ けにはいかない。われわれは中国語の謝罪発話表現について、A型 のような典型的な発話

表現だけでなく、AとEの 間に存在するグL－ ゾーン1つ まり謝罪発話表現のプロトタイプ

性 とそのスペク トル的変化を正確に捉え記述する必要がある。

4.1.真 性 ・明 示型 謝罪 発話 表現

4.1.1.タ イ プ

真 性 ・明 示 型 謝 罪 発 話 表 現 は 全 部 で3つ の タ イ プ に 分 け られ る。 タ イ プ1は 「対 不 起 」、
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不 好 意 思 」 「我 錯 了」 な ど の よ う に 謝 罪 機 能 を 直 接 記 号 化 し た 定 型 表 現 で あ る。 い わ ゆ る

Austin(1962)が 言 う原 初 的 遂 行 表 現(primaryperf'ormativeutterance)で あ るGタ イ プ

2は 「道 撤 」、 「婚 礼 道 撤 」 の よ うな 、 謝 罪 行 為 を遂 行 動 詞(pεribrmativeverb)に よっ て行

う も の で あ る 。 タ イ プ3は 「(対～)深 表 敵 意 」、 「(向～)表 示 道教 」 な どの よ う に、 名 詞 形

の 「道 漱 」(お 詫 び)、 「漱 意 」(お 詫 び の 気 持 ち)に 「表 示 」、1表 」(表 す)な どの 記 述 的 な

(descriptive)動 詞 を使 っ た発 話 表 現 で あ る。3タ イ プの 表 現 は、 第 一 人称 現 在 形 で使 わ れ る

場 合 、 謝 罪 の 明 示 的 行 為 遂 行 的発 話(explicit:performati題utteranceと して機 能す る。 い

ず れ も意 味 表 示 にお け る謝 罪 機 能 の1月示 化 とい う点 で 共 通 して い る 。

表2真 性 ・明示型 謝罪発話表 現

表現 タイプ

①原初的遂行表現

②遂 行 動 詞

③遂 行 句

表 現 内 容

対不起/不 好意思/抱 歎

(力 此 我伯 向悠)道 歎/(我 向弥)賠 礼遺勲

(我 伯対比)深 義歎 意/〔 我 向偉)表 示道款

4.1.2,語 源

語源的に見ると、「対不 起 」は 「対得 起 」の否定形である,:r_IJ定形 「X対得起Y」 は、X

さんがYさ んに対 して心理的または経済的に負い1_1を感じず借 りを持っていないことを意味

し、人聞関係上一種のバランス状態を表 している。否定形の 「X対 不起Y」 は、Xさ んがY

さんに対 して心理的 または経済的に借 りを作ったことによって生 じた人聞関係上のアンバラ

ンス状態を意味する。第1人 称現在形で使われる場合には、このような状態に対する心理的

不安を表すことによって謝罪発話行為として機能する。

「不好意思」は語源的には恥ずか しいという意味に山来する表現だが、近年謝罪の直接表

現として広 く使われるようになった。謝罪表現として使われる場合には、 一般的に深刻でな

い事態に対して多 く使われる。

「抱歎 、道教、深表撤意」などの表現は字義的にはいずれも 「歎」という感情を抱いたり、

、.表 した りすることを意味する。『説文解字』によれば、「漱」は、語源的には食欲が満たされ

ないことを意味するが、のちに 般 的に満たされない状態を指すようになったという。「歎」

は音韻的にも、字形的にも 「欠」(借 金する、債務 を負 う)と の問に同源関係が見られるので、

「抱 歎 」などは、相手に借 りを持ち、このままでは満足できない一種の不安心理を表す表現

に由来し、「対 不起 」 との間に共通の心理的基盤が見られるO

4.1.3.含 意

わ れ わ れ の社 会 的 行 為 の 多 く は行 為 連 鎖 を 引 き起 こす 仕 組 み とな っ て い る。 友 人 を ドラ イ
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ブに誘う約束行為には、自分が運転で きるなど約束の実行能力を有することを示す行為、約

束を果たす意志があることを表1月する行為、そ して、初めて誘う場合には相手との友情が深

まったことを示す行為などさまざまな行為が同時に伴って発生する。われわれは、ある行為

に伴って他の行為が発生する現象をここで 「行為連鎖」と言い、ある行為に伴って発生 した

諸行為を 「随伴行為」と呼ぶ。 ここでまず中国語社会において謝罪行為が遂行 される場合に

は、どのような随伴行為が発生するかを典型事例を通 して観察してみる。

事例1:Xさ んが バスの中で隣の人の足を踏んだ時、「対 不 起 」 と言った。

事例II:Xさ んが 口を滑 らL友 人の秘 密をば らした時、「対 不 起 」 と言Jた 。

事例皿:Xさ んが仕事上 ミスを犯 した時、上 司に 「対 不 起 」 と言ったe

事例W:Xさ んが皿駈駈上 で警 官に注 意 された時、「対 不 起 」 と言 った。

以上の4事 例は、命題行為の深刻さや公私、親疎などの場面や人間関係においては、それ

ぞれ条件が違うが、いずれも謝罪行為の典型事例として次のような共通点を持っている。

まず、いずれのケース も、Xさ んが 「対 不起 」を言 うことにより、下線部の命題事実 を

認めたことになる。 もしその後Xさ んがその事実を否認 したら、その主張は謝罪 した前言 を

翻 したと認識されることになろう。そうなるのは 「対 不起 」を発話 した際に、命題行為の

存在を認める随伴行為が発生 したからである。つ まり、4事 例とも謝ってお きなが ら、命題

事実を否認することはできないのである.

もしXさ んが後で自分の行為が正 しいと主張 し出 した ら、それも 「対不起 」 という言質

により1前 の謝罪発話が不誠実だったと受け止められるか、何か外の1」的で前言を翻 したか

のどちらかに解釈されるだろうcな ぜなら 「対不 起 」 を発話 した際、人に不利益、不快 を

もたらした命題行為に対して加害者責任 を負うことを認めるという随伴行為が発生 したか ら

である。自分の行為が正当だ と主張することと 「対 不起 」 と言って謝罪することとは、少

なくとも以上の典型事例においては相容れないことで、矛盾することである。

そして、 もしXさ んが事態の深刻 さに釣 り合わない軽い調子で 「対 不起 」 と言ったら、

、一._誠 意がないと見なされ、許Lが 得 られず、謝罪発話行為 として失効することになろう。なぜ

なら、謝罪行為には自分が心から反省 し、悔いている心情を表出するという態度表明行為が

随伴するからである。その随伴行為を否定するような表情や態度などをとり、しかもそれが

相手に伝わればそのことばは謝罪発話行為 として遂行されないことになる。

事例T～IVは 、いずれもXさ んが非難 される立場に陥り、人間関係において一種のアンバ

ランス事態が生 じたケースである。傷付いた人聞関係 を修復 し、正常にもどすためにはさま

ざまな手段や方法が使えるが、謝罪発話行為はその関係修復作業の ユつである。「対 不起 」

を発話することにより、謝罪行為が遂行すると共に、相手に許 しを乞い、関係修復を求める
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とい う随伴行為も同時に発生するa謝 罪が受け入れられれば、その含意 も伝わり、事例1で

はにらまれずに済み、事例Hで は絶交を免れ、事例皿と1Vで は注意 されるにとどまり責任の

一部を軽減されるか もしれない。

さらにもし、今度は4事 例の話者Xさ んがその後同じ命題行為を繰 り返し、そしてそのつ

ど 「対 不起 」を発話した とした ら、結果はどうなるだろう。2回 目以降から相手の反応が

次第に冷た くなっていくだろう。事例1で は相手ににらまれ、怒 られるかもしれない。事例

IIでは絶交を言い渡 されるかもしれない。事例皿では首になるか もしれないし、事例Wで は

常習犯 と見なされ容赦 なく切符 を切 られるかもしれない。命題行為が繰 り返 されるたびに

「対不起 」の謝罪効力が弱まり、最後には謝罪発話行為 として完全に失効する事態を招 くこ

とになろう。そうなるのは、「対 不起 」 という発話行為に、許し、免責を受けるかわりに、

2度 と同 じ行為を繰り返さないという約束行為が随伴 しているか らである。約束を果たさな

い者には免責を受ける権利 を消失するという行為連鎖が起 こるのである。

以上の分析を通 して、「対 不起 」が謝罪発話行為 として首尾よく遂行するためには、次の

5つ の随伴行為が不可避的に含意されることが明 らかである。

<1>命 題事実を認める行為

<2>加 害者責任 を認める行為

<3>悔 いの態度を表明する行為

<4>許 しを乞い、関係修復の意志を表明する行為

〈5>再 発防止を約束する行為

4.1.4.適 切 性 条 件

以 上 の5つ の 随 伴 行 為 は 、 一部Owen(1983)、 山梨(19$6)、 熊 取 谷(1888)の 謝罪 適 切

性 条 件 に も反 映 され て い る 。<1>は 命 題 条 件 にr<2>は 事 前(予 備)条 件 に 、<3>は

誠 実 条 件 に そ れ ぞ れ含 ま れ て い る。 しか し、<4>と<5>は 、 以 上 の 分 析 で 明 らか な よ う

に典 型 的 な 謝 罪 発 話 行 為 と共 起 す る重 要 な 随 伴 行 為 に もか か わ らず 、 上 述 諸 説 の 謝 罪適 切 性

条 件 の い ず れ に も反 映 され て い な い。 話 し手 が 許 しを乞 い 、 関 係 修 復 を望 む こ と と謝 罪 行 為

と の 関 連 性 につ い て これ までNorrick(1978:280)、Dwen(1983:132)、 熊 谷(1993:

5)な ど多 くの研 究 者 に よ って 指 摘 され て い るが,そ れ が 適切 性 条件 に ど う か か わ る か に つ

い て は 疑 問 が 残 され て い るU<4>と<5>は 誠 実 さ を示 す 行 為 の1つ で は あ る が 、 明 らか

に悔 い の 感 情 とは異 な り、 そ の 一部 と して 解 釈 す る こ と はで きな い。 わ れ わ れ は これ らの 要

素 を含 め 謝罪 発 話 行 為 の 適 切性 条 件 に つ い て 次 の よ うに 規 定 す る 。

命題条件:話 者(及 びその関係者)が 行なった(又 は行なおうとする)行 為
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事前条件:a.当 該行為が相手に不利益を与えた(又 は与えようとする)

b.話 者は当該行為に対して責任を負うことを認める

誠実条件:a.話 者は当該行為について悔いを感 じている

b.話 者は相手に許しを乞い、関係修復を望んでいる

c,話 者は当該行為の再発防止を約束する

本質条件:話 者は誠実条件で示された意向を表明する

命題条件には、話者本人の行為に限らず、その家族など話者 と連帯責任関係にある者の行

為 も含める。 謝罪の命題行為にとって、過去という時間要素は確率的に多く現れるが、決定

的な要素ではないので、ここでは将来起こることが予想 される行為 も命題行為 として認める。

事前条件における 「不利益」は、経済的、物質的な損失だけでなく、気分を害するなどの心

理的影響も含める。誠実条件の巾には、「悔いを感じている」の外にr「許 しを乞い、関係修

復を望んでいる」、「再発防 止を約束する」 という項F1を 併記する。そ して論理的 トー トロジ

ーに陥らないために、熊取谷説のように誠実条件の中に 「申し訳ない感情を持つ」のような

規定は設けないD

真性 ・明示型謝罪発話表現は、意味表示の レベルでは表2の ような表現形態を持ち、語用レ

ベルでは謝罪の適切性条件をすべて満たし、謝罪発話表現の中でもっともプロ トタイプ性の

高い表現群である。

4.2.真 性 ・暗 示型 謝 罪発話 表 現

4.1で 分析 した結果、謝罪発話行為に伴う5つ の随伴行為は、すべて適切性条件に反映さ

れたことになる。Searl色(1975:77)は ある発話行為の適切性条件の内容への言及が当該行

為の間接発話表現を生み出すことを指摘 しているが、その考え方に従 うと、命題行為を認め

た り、加害事実について確認 し慰めの意を表 したり、償いを申出たり、後悔 した/1許 しを

乞ったり、二度 とや らないことを誓った りするなど、謝罪の適切性条件内容を明示するさま

ざまな発話表現は、程度の差はあるものの、いずれも謝罪の間接的発話表現として機能で き

・一一・ る。今回われわれは、謝罪の適切性条件特に誠実条件を補強することにより、これまでの諸

説では処理で きない 「清 懲原涼」(お 許 しください},「 下次一定注意」(今 度気を付けます)

などのような表現 と謝罪行為との関係について合理的に説明する根拠を得た。謝罪行為を間

接的に遂行するさまざまな発話表現を表3の ようにまとめるn
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表3真 性 ・暗示型謝 罪発話表現

表現 タイプ

①事実を認めるタイプ

②被害を確かめるタイプ

③弁償を申出るタイプ

④悔いを表すタイプ

⑤許しを乞うタイプ

⑥改正を誓うタイプ

表現内容

我 措 了(私 が 間 違 い ま し た)/是 我 蛤 忘 了(私 が 忘 れ ま した 〕/我 来 晩

r{遅 くな りま し た)/打 祝f(お 邪 魔 しま した)ノ 辻 悠 久 等 了(お 待

たせ しま した)/浪 費 弥 吋 阿 了(お 時 間 を お と らせ しま した)…

要 緊 喝(大 丈 夫 で す か)/街 着 了 呵(怪 我 さ れ ま した か)/疎 明(痛 い で

す か)ノ 生 民 了喝(怒 っ て い るの)ノ 累 圷 了ロ巴(お疲 れ で しよ う)…

我 賠 伯{(弁償 し ま す)/我 菜 了 述 伯{(買 っ て お返 し しま す)/我 想 方 法

拾 弥 修 好(何 と か し て 直 しま す)ノ 我 保 証 蛤 抱 懐 夏 原 祥(必 ず元 通 り

に 直 しま す)…

我 根'漸i鬼(後 悔 して い ます)/心 墨 線 内 疾{悔 し く思 い ます)∬ 我 没 胎

来 見fホ伯(恥 ず か しい)/我 接 死(面 目あ りま せ ん)…

清 多 多 包 油(ど う か お 許 し下 さ い)/清 原 涼(お 許 し下 さい)∬ 休 就 焼

了我 肥(許 して 下 さい)/算 了好 喝(許 して ね)…

保証不 再犯 了(二度 とや らない ことを誓い ます)∬ 再不遠 祥 了(二度

と しません)/下 回一 定注 意(今度 気を付 け ます)/以 后円 柱了(今度

覚 えてお きます)…

謝 罪 行 為 の 明 示 表 現(表2}が すべ て 随 伴 行 為 を 含 意 す る の に対 して 、 そ の 随 伴 諸 行 為 の

明 示 表 現(表3)も 謝 罪 行 為 を含 意 す る効 果 を持 っ て い る 。Levinson口983)の 取 り消 し可

能 性(defeasibility}の 基 準 に従 え ば 、 前 者 は 意 味 論 的含 意(entail皿ent)に 、 後 者 は会 話

的 推 意(conひersationalimplicat xres)に 属 す る こ と に な る が 、 謝 罪 行 為 と随 伴 諸 行 為 と の

問 に一 種 の 相 互 含 意 性 が 成 立 して い る。

わ れ わ れ は 例(7)の よ う に、 謝 罪 の 明 示 表 現 に 随 伴 行 為 の 明 示 表 現(下 線 部)を 添 え る

こ と に よ り、 謝 罪 の 効 力 を補 強 す る こ とが で き る。 そ して 例(8)～(10)の よ う に謝 罪 の

明 示 表 現 を使 わ ず 複 数 の随 伴 行 為 の 明示 表 現 を組 み合 わ せ る こ と に よ り謝 罪 暗 示 の 度 合 い を

強 め る こ と もで き る。

(7)対 不起 、O

I.。.一、 す まない させ る あなた 長 く 待つ た

(すみ ませんnお 待たせ しました。)

(8)遠 件 事 完 全 是 我 的 錯 、 清 偲 原 涼 、下 衣 我 一 定 注意.

この 事 全 く だ 私 の 過 ち どうぞ あなた 許す 次回 私 必ず 気 を付 ける

(これはまった く僕の間違いですnお 許 しくだ さい。 これ か ら気 を付け ます。)

(9)ぱ 是 我 打 破 的、 我 島上 去 勢 一 介 新 的 賠 弥 。

これ だ 私 割る の 私 す ぐ 行 く 買 う 一'つ 新 しいもの 弁償する あなた

(これは僕が割ったのですOす ぐ新 しいの を買 って弁償 しますL/
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(1ω 生…?、 ・

怒 る た か だ 私 ない よい 私 一 時 うっか りする 前置詞 忘 れる た

(怒っている?僕 が悪か ったnう っか りして忘 れて しまった。)

中国語社会において(8)～(10)の ような発話は、真性・明示型謝罪表現に比べプロ トタ

イプ性は低 くなるが、謝罪適切性条件(の 全部又は 一部)を 満たすことにより、 種 の'謝罪

効果を持っている。

経験的に、同 じ事態に対 して日本語社会では謝罪の明示型表現が多く使われるのに対して、

中国語社会では暗示型表現が多 く使われる現象が観察される。(8)、(9)、(1田 のような発

話が直訳される場合、日本語社会での語感 としては、ここまで自分の責任を自覚 しているな

ら普通 「ごめんなさい」のような明示表現が使われるはずである。 しか し、中国語社会では

明示表現 を使わない時の不 自然 さは感 じられない。 この現象について、社会言語学の視点、

つまり両言語 における謝罪表現の社会的示差機能から説明することができる。H本 語では

「お詫び申し上げます」、「申し訳 ございません」、「申し訳ありません」1「 すみません」、

「ごめんなさい」、「申し訳ない」、「すまん」、「ごめん」 などのように、謝罪の明示型表現

をキープしながらフォーマルとインフォーマルの場面差や親疎、上 ドなどの人聞関係に応 じ

た異形の切 り替えを行なうことができるが、中国語では明示型表現の中で語尾変化などによ

りさまざまな社会的属性に対応する異形が存在しないため、真性・明示型表現がフォーマルな

場面で疎の関係にある者に対 して、真性・暗示型表現がインフォーマルな場面で親の関係にあ

る者に対 して多用す る傾向がある。 たとえば家族な ど身 内の人に対 して 「対不起 」、

「抱歎 」、「不好意思」などよりも 「要 素 喝?」(大 丈夫a)、 「借着 了 喝?」(け がした?)、

「是我不好」(僕 が悪かった)、 「下回一定注意」(今 度気 を付けます)な どを使 うのがより一

般的である。つまり、 日本語において謝罪の明示表現の中で行なわれる社会的示差機能の使

分けは、中国語では主に真性・明示型と真性・暗示型の間で行なわれることが分かる。

4.3.擬 似型謝罪発話表現

4.3.1.擬 似 ・明示型謝罪発話表現

「対 不起 」、「不好意思」、「抱歎 」などのような謝罪の明示表現が発話される場合、発話

者が命題行為そのものを否認 したりr自 分に責任がないことを表明した り、相手の被害状況

や心情に無関心を示 した り、関係修復を求めず、改 まろうとする意志 を持たなかった りする

など1適 切性条件が守られていなければ、語用論の立場か ら見れば、その行為は謝罪発話行

為 とは認め られない。しか し、意味論の上ではそれらの表現を謝罪表現として認めるのには

何 ら不都合はない。われわれは(川 のような、形態上明確な謝罪表現が使われなが ら謝罪

の遂行条件が満たされないような発話表現を一種の謝罪の擬似現象とLて 捉える。擬似 とい
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うのは本質的には違うが形態 卜類似 していることを意味す る。葉っぱに似せた蝶のカモフラ

ージュが本質的、生物学的には葉っぱではないが、現実的には葉っぱと間違えられることが

あるように、実際のコミュニケーションの中で話 し手側から見た擬似型謝罪発話表現が聞き

手側に 「返秤志度不像是左道款」(こ の態度じゃ謝っているようには思わない)と 見破 られ

ることもあるが、真性型として誤認されることもあり得る。

4.3.2.擬 似・暗示型謝罪発話表現

「我 錯了、就算我不好、行了肥」(僕が聞違った。僕が悪かったことにしよう。これでいい

だろう)、(勤 務時間中、雑談 している同僚に対 して皮肉をこめて)「 打枕祢伯淡正経華北」

(大事なお話中、お邪魔しました)な どのように、真性・暗示型謝罪表現に似た形態を使いな

が ら、命題事実を認めなかった り、心か ら悔いていなかった りするなど遂行条件を満たさな

いような発話は、Searleの 枠組みでは謝罪発話行為 とは認められないが、プロ トタイプ理論

の立場から見れば、擬似・明示型 より一層プロ トタイプ性が低 くなるが、形態上、真性・暗示

型謝罪表現に類似 しているため、謝罪の擬似的暗示表現 として捉えることができる。

5.ま と め

本論文は、中国語の謝罪発話表現について、意味表示 と遂行条件 という2つ の基準に基づ

いて4つ のパターンに分けて分析 したが、この分析により謝罪発話表現と非謝罪発話表現と

の間に、スペク トル的、漸進的に変化する領域の存在が確認され、そして、その変化と表現

類型が意味論と語川論におけるプロ トタイプ性によって根拠づけられていることが明らかに

なった。

言語運用 レベル、実際のダイナミックなコミュニケーションにおいて、さまざまな表現が

理論上(正 解にしろ誤解にしろ)謝 罪 として理解 される可能性がある。ただし、その可能性

は、下図のように謝罪発話表現のプロ トタイプ性が薄れていくに従って低 くなる。

._一..図

謝罪発話表 現のプロ トタイプ性

十 〈 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー一 → 〉 －

A真 性 ・明示型B真 性 ・暗示型C擬 似 ・明示型D擬 似 ・暗示型

謝 罪 行 為 は 、 どの 言 語 社 会 に お い て も、 対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンの 中 で 大 き な役 割 を果 た

して い る。 しか し、 謝 罪 行 為 そ の もの に 対 す る評 価 、 プ ロ トタイ プ性 に 対 す る 認 識 は、 異 な
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中 国 語 の 謝 罪 発 話 行 為 の 研 究一・一 「道歌 」 の プ ロ トタイ プ ー

る言語社会の問で大 きなずれが存在する。そのずれは異文化コミュニケーション、言語接触

過程においてさまざまな誤解や摩擦を引 き起こLて いる。謝罪発話表現に関する社会語用論

的対照研究は、今後理論・実証両面において大いに期待されると思われるU

[付記:本 研究 は2nn3年 度神 奈川大学iご語研究 セ ンター奨励助 成研究の成 果の・・部 として まとめた もの

で ある。]

注

1)筆 者が調べ た限 りでは、何 自然1958、 何 兆熊2000、 熊学亮1999、 何 自然 ・再永平2001な ど中国語語

用論関連 の文献 には、謝罪 の適切性 条件に閲する記述はないn

2)後 ほ ど(4.2で)触 れる ように、Sear工e{1975)は 謝罪 発話行為に関す る具体的 な表現分析で はな

いが、間接発話 行為 に よってその問題 を処理 しようと したが、現行の適 切性 条件のま まで は間接 的謝

罪発話 行為の認 定基準が不1一分で、謝罪の擬似的な発話行為 についての位 置づけ も不明確であるV
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